
□入札保証金の考え方

見積る契約金額＝見積単価×予定数量＋消費税相当額

入札保証金額＝見積る契約金額×５％以上

　例えば・・・　　見積単価200円で入札する場合

　　　見積単価200円×予定数量100㎏＋消費税相当額2,000円＝見積る契約金額22,000円

　　　見積る契約金額22,000円×５％＝入札保証金1,100円以上

１ 入札保証金が免除となる場合

(１)

提出期限： (火) 12:00

(２)

提出期限： (火) 17:00 (庶務班宛）

２ 入札保証金を現金で納付する場合

(１) 納付方法

提出期限： (火) 12:00

配布期間： (木)

納付期限： (火) 15:00

(２) 還付方法

※入札保証金等に関するお問い合わせは庶務班にて対応いたします。

額が不足する場合は、その入札は無効となります。

入札保証金説明書

調達物品名 消化ガス発電設備部品

　本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第100条の規定により、見積る契約金額 （契約

 単価に予定数量を乗じた金額）の100分の５以上の入札保証金を納付すること。なお、入札保証金

　ア　別紙の債務者登録票及び入札保証金納付書発行依頼書に必要事項を記入し、庶務

　　次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部が免除されます。いずれかご対

　応ください。

競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約

令和8年3月31日

国又は地方公共団体と同種、同規模の契約を２回以上締結し、かつ、過去二箇年の間に

　　  別紙の地方公共団体等契約実績に必要事項を記入し、金額及び履行期限が記載された

　　契約書の写しを添えて提出してください。(厳守:原本提出)（事前FAX確認可：870-2268）

令和8年3月3日

　　上記１の免除に該当しない場合は、現金で納付していただきます。納付書を発行しますので、

　金融機関等で納付してください。納付書の納付、入札後の還付までの手順は以下のとおりです。

　　これらをすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出した場合。

（見積る金額（契約単価に予定数量を乗じた金額（税込））の100分の５以上）を締結し、その

証書を提出する場合。

　　ては、契約保証金に充当することがあります。

　　班窓口へ提出してください。（FAX送信可：870-2268）

令和8年3月17日

　イ　提出いただいた登録票及び依頼書に基づき以下の期間内で納付書を発行するので、

　　納付書記載の納付場所にて納付してください。

令和8年3月19日

令和8年3月31日

　ウ　入札執行前に入札保証金の納付状況を確認するので、納付後速やかに領収書の写し

　　を庶務班へ提出してください。（FAX送信可：870-2268）

　ア　落札者とならなかった者は、入札保証金還付請求書及び債権者登録申請書を沖縄県

　　下水道事務所へ提出すること。提出後、約２週間で還付します。

　イ　落札者となった者で、沖縄県下水道事務所と契約を締結する者の入札保証金につい


